
No. 質問 回答

1 本案件は、業務終了後に実績工数や物件費実績のご提出が必要でしょうか 必要ありません。

2
ご請求金額は、上記1でご提出した実上記で提出した実績（実績工数×人件費

単価、物件費実績）に基づき変動する契約形態でしょうか

実績に基づいて変動する契約形態は想定しておりません。なお、委託料の支払

いについては、「業務仕様書６」のとおりです。

3

参加仕様書の6-(1)-(ア)の「提出書類」に記載されている『「登記簿謄本」、

「現在事項証明書」、「履歴事項証明書」、または「代表者事項証明書」の写

し』について、「代表者事項証明書」を提出すれば「登記簿謄本」、「現在事

項証明書」、「履歴事項証明書」の3つは不要という理解でよろしいでしょう

か

ご認識のとおりです。

4
参加仕様書の6-(2)-(ア)の「提出書類及び部数」に記載されている、①企画提

案書と、③参考資料に入れ込むべき内容の違いについて教えてください

①企画提案書には本業務委託に係る提案内容を記載いただき、③参考資料は必

要に応じて参考となる資料を添付いただくことを想定しております。

5
上記4に関連し、「企画提案書」や「参考資料」につきまして、Word形式、パ

ワーポイント形式などのご指定はありますでしょうか

提出方法は「参加仕様書６（２）（エ）」に記載のとおりです。なお、企画提

案書、参考資料の様式に指定はありません。

6

参加仕様書の6-(5)「第二次審査（プレゼンテーション審査）の実施」につい

て、プレゼンテーションの際に、企画提案書とは別にプレゼンテーション用の

パワーポイントを使用することは可能でしょうか

第二次審査については、提出いただいた企画提案書のみを用いてプレゼンテー

ションを実施してください。

7

実績証明書の中で、守秘義務上開示が難しい場合、企業名や契約内容を伏せて

の紹介とすることは可能でしょうか（例：発注者は大手不動産デベロッパー

等）

契約実績証明書への記載内容は実名での記載をお願いします。

8
令和7年12月19日までの業務委託期間の中で調査報告を行うための貴県との定

例会の開催頻度はどの程度をご希望されておりますでしょうか
本業務委託の進捗状況等を踏まえて設定する予定です。

9

上記8に関連し、定例会開催は、貴県での現地対面開催とオンライン開催の併

用を想定していますが、現地対面開催頻度はどの程度をご希望されております

でしょうか

本業務委託の実施に係る打合せの方法については、内容等を踏まえ、検討しま

す。

令和７年度成長分野への参入可能性調査業務委託に係る質問及び回答



10

業務仕様書に記載されている業務内容のうち、①イ「三重県内中小企業等の参

入可能性調査」・②イ「国内における宇宙関連産業への参入事例の調査」にお

けるヒアリングにつきまして、ヒアリング社数や内容については、見積もりで

想定する工数も考慮しながら、契約開始後協議して決める形（3社に簡易的な3

～5つ程の質問をする程度を想定）でもよろしいでしょうか

ヒアリング社数や内容については、業務の進捗状況等を踏まえ、協議のうえ決

定する予定です。

11

業務仕様書に記載されている業務内容のうち、①イ「三重県内中小企業等の参

入可能性調査」や②ウ「三重県内企業の参入可能性調査」につきまして、「三

重県の産業構造の特徴」については、貴県HP等に載っている既存の情報を前

提にする（追加の特徴の分析等は行わない）想定でよろしいでしょうか

本業務委託において、本県の産業構造の特徴を分析することは想定しておりま

せん。

12

業務仕様書に記載されている業務内容のうち、②ウ「三重県内企業の参入可能

性調査」における「今後の参入可能性も含めた展開シナリオ等を検討するこ

と」のアウトプットとしては、ア「宇宙関連産業の事業領域やサプライチェー

ン等の調査」やイ「国内における宇宙関連産業への参入事例の調査」の調査結

果から整理した諸条件を踏まえて、三重県として数年後にかけて目指す、「宇

宙における対象事業領域」「県内企業イメージ」「自治体の支援内容イメー

ジ」の3点を整理する程度の認識でよろしいでしょうか

調査結果等を踏まえて、宇宙関連分野において県内企業の参入可能性等を整理

いただくことを想定しております。

13
委託業務報告書の形式の指定はございますでしょうか。パワーポイント形式で

の提出も可能でしょうか
指定はありません。

14

参加仕様書Ｐ４、１５その他（１）

　「契約業務の一部」はどういうものを想定されていますか。印刷・入力業

務、リサーチ、考察、報告書作成サポートなども対象になるのでしょうか。

委託業務の一部を第三者に委託する場合、事前に再委託の承諾を得る必要があ

りますが、資料の謄写、製本等の軽微な業務を再委託する場合は、この限りで

はありません。


